
 

社会福祉法人 白子町社会福祉協議会 

役員の費用弁償に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人白子町社会福祉協議会（以下「本会」という。）の

定款第 25 条の規定により、役員の費用弁償に関し必要な事項を定める。 

（役員） 

第２条 この規程において役員とは、理事及び監事をいう。 

（費用弁償） 

第３条役員が、理事会及びその他会議への出席、監事監査への出席など、その職務の

ための業務を行う場合には、別表１により費用を弁償する。ただし、本会の役員等

のうち白子町特別職の職員及び一般行政職の職員は、この限りではない。 

２ 役員が、会長の依頼により、諸会議等に出席するために前項の費用弁償額を超え

る場合には、その費用を支給することができる。この場合、前項の費用弁償は行わ

ない。 

３ 前項の規定により支給する費用の額及び支給方法は、職員の旅費に関する規程の

例による。 

（改廃） 

第４条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 社会福祉法人白子町社会福祉協議会役員等の旅費及び費用弁償に関する規程は、

廃止する。 

 

 

別表１（第２条関係） 

 

区   分 金      額 

費 用 弁 償 日 額  １，７００円 

 

 


